
 - 1 - 

【 第１５回中標津町まちづくり町民会議報告 】 

 

日時：平成２３年１月２７日（木）１９：００～２１：１５ 

場所：中標津総合文化会館（しるべっと） ２階 第１研修室 

出席者：２７名（中標津町まちづくり町民会議委員１５名、ファシリテーター１名（東田）、 

                   職員プロジェクト５名、事務局４名、傍聴２名） 

 

＜会議次第＞ 

 １ 開  会 

 ２ 開会挨拶 

 ３ 議 題 

 （１）全体討議 

   ①スケジュールについて 

   ②広報（町民会議ニュース）について 

   ③試案の内容検討について 

・第１章 総則 

  第３条 自治の基本理念 

  第４条 自治の基本原則 

（２）グループワーク 

   試案の内容検討について 

・第１章 総則 

  第１条 目的 

  第２条 用語の定義 

 ４ 閉会挨拶 

 ５ 閉  会 

 

＜配布資料＞ 

  ・スケジュール ⇒ P3 

  ・町民会議ニュース №1 ⇒ P6 

  ・グループ別の意見 ⇒ P10 

                                            

 

＜会議結果報告＞ 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶： 杉本会長 

 

  

〔全体討議風景] 
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３ 議題＜進行：東田ファシリテーター＞ 

 （１）全体討議 

   ①スケジュールについて 

     ⇒ 東田ファシリテーターより説明 

（スケジュール（P3）） 

 

・スケジュールは、会議の進み具合によって、検討内容に変更が生じるが、開催日は、

示している日程で進めることを確認した。 

 

 ②広報（町民会議ニュース）について 

     ⇒ 東田ファシリテーターより説明 

             （町民会議ニュースＮＯ．１（P6）） 

 

    ・広報（町民会議ニュース）担当を決めた。 

   

   ③試案の内容検討について 

第1章 総則 

   第3条 自治の基本理念 

   第4条 自治の基本原則 

（グループ別意見（P10）） 

 

   ・条例全体の文書を理解しやすく、短く、正確に表現することを心がけ策定することとな

った。 

・「である」調で統一することを基本に、ひらがな表示と漢字表示の使い分けなど、グルー

プ別の意見の取りまとめを基に様々な意見が出されたが、意見がまとまらず、文体などの

整理は次回に持ち越された。 

・条例の名称についても、次回議論することとした。 

 

    ※予定されていたグループワークはできなかった。 

 

     次回以降の町民会議の日程は、下記のとおり予定しております。 

    ○ 第１６回 平成２３年 ２月１０日（木） 総合文化会館（しるべっと） 

    ○ 第１７回 平成２３年 ２月２４日（木） 総合文化会館（しるべっと） 

    ○ 第１８回 平成２３年 ２月２５日（金） 役場３階３０１号会議室 

 

 ４ 閉会挨拶：飯島副会長 

 

 ５ 閉  会 



NO 月日

1 １０月２８日（木）

2 １１月２５日（木）

3 １２月１５日（水）

4 １月２７日（木）

5 ２月１０日（木）

6 ２月２４日（木）

7 ２月２５日（金）

8 ３月１０日（木）

9 ３月２４日（木）

①研修会（自治基本条例とは？）
②今後のスケジュール

第１４回　まちづくり町民会議

第１５回　まちづくり町民会議

検　討　内　容

第１２回　まちづくり町民会議

第１３回　まちづくり町民会議

①勉強会（プロジェクトチーム報告）
②全体構成
③話し合いの進め方
④広報（町民会議ニュース）

①条例内容協議（第1章総則）
　　　　　　　　　　（目的・用語の定義）
②広報（町民会議ニュース）

①条例内容協議(第1章総則）
　　　　　　　（自治の基本理念・自治の基本原
則）
②スケジュール（案）

平成２２年度

　会　議　名

まちづくり町民会議スケジュール

第２０回　まちづくり町民会議

①条例内容協議（第８章交流及び連携、協力・
第９章条例の見直し・第１０章条例の位置付
け）
②広報（イベント）

第１９回　まちづくり町民会議
①条例内容協議（第６章行政・第７章行政運
営）
②広報（イベント）

第１６回　まちづくり町民会議

第１８回　まちづくり町民会議

①条例内容協議(第２章基本原則に基づく制
度）
②広報（イベント）

①条例内容協議（第５章議会）
②広報（イベント）

第１７回　まちづくり町民会議

①条例内容協議(第３章町民・第４章町内会
等）
②広報（イベント）
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NO 月日

1 ４月１４日（木）

2 ４月２８日（木）

3 ５月１２日（木）

4 ５月２６日（木）

5 ６月９日（木）

6 ６月2０日（月）

7 ６月２４日（金）

8 ７月１９日（火）

9 ７月２８日（木）

10 １０月１日（土）

11 １０月～11月

公布イベント ①公布（イベント）実施

町民説明会 ①町民説明会

平成２３年度

　会　議　名 検　討　内　容

第２１回　まちづくり町民会議
①条例内容協議（全体調整）
②広報（イベント）

第２４回　まちづくり町民会議・策定委員会
合同会議

①条例素案決定
②広報企画協議
③条例ＰＲ案等決定

第２２回　まちづくり町民会議
①条例内容協議（前文）
②広報（イベント）

第２３回　まちづくり町民会議
①条例素案協議
②広報企画協議
③条例ＰＲ案等協議

第２５回　まちづくり町民会議
①広報企画決定
②公布（イベント）協議

第２６回　まちづくり町民会議
①パブリックコメント報告
②条例素案決定
③公布（イベント）決定

広報イベント ①広報イベント実施

パブリックコメント開始

パブリックコメント終了
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自治基本条例（仮）　詳細スケジュール

年度 平成22年度 平成23年度
月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

１０月
１日（土）

１７名

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

２１名 ２８（木） ２５（木） １５（水） ２７（木） １０（木）２４（木）２５（金） １０（木）２４（木） １４（木）２８（木） １２（木）２６（木） ９（木）２４（金） ２８（木）

４１名 ８（月） １7（木） 17（木） 21（木） ９（月）２６（木） ８（月）

１２名 １５（月） １６（月） １３（月） １５(月）

策
定
事
務
局
（

職
員
Ｐ
Ｔ
）

町
民
会
議
メ
ン
バ
ー

策
定
委
員
会

町
議
会

条
例
素
案
を
策
定
委
員
会
へ
提
出

条
例
原
案
決
定

パ
ブ
リ
ッ

ク

コ
メ
ン
ト

６
・
２
０

〜

７
・
１
９

条
例
案
提
出

自
治
基
本
条
例
 

広
報
・
説
明
会
の
実
施

自
治
基
本
条
例
の
施
行
（
二
十
四
年
四
月
）

課
長
職

部
長
職

策定
会議

自
治
基
本
条
例
の
公
布

策
定
会
議
設

置

研
修
会
・
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
提
案

広
報
イ
ベ
ン
ト
実
施

■条例素案の作成・イベント開催・広報など ■制定手続き

理
事
者

次
長
職

条
例
の
議
決

第
２
章
基
本
原
則
に
基
づ
く
制
度
・
広
報
企
画

第
１
章
総
則
（

目
的
・
用
語
の
定
義
）

広
報
企
画

Ｐ
Ｔ
報
告
会
・
条
例
の
全
体
構
成
確
認

第
１
章
総
則
（

自
治
の
基
本
理
念
・
基
本
原
則
）

第
６
章
行
政
、

第
9
章
行
政
運
営
・
広
報
企
画

パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
結
果
報
告
・
素
案
決
定

策
定
委
員
会
設
置

・条例項目の検討　・議会に関する規程の検討　・共通条項の検討
　・

策
定
会
議

・素案の審議　・条例原案の決定　・原案を策定会議へ提出

　
　
　
町
民
会
議

策
定
委
員
会

全
体
会
議

総務常任
委員会

議会運営
委員会

・原案の審議　・条例案の決定　・総務常任委員会へ報告

策
定
委
員
会

班
長
会
議

策
定
委
員
会

班
長
会
議

策定
会議

策
定
委
員
会

全
体
会
議

策
定
委
員
会

全
体
会
議

策定
会議

条
例
案
決
定

総務常任
委員会

議会運営
委員会

策
定
委
員
会

合
同
会
議

第
３
章
町
民
・
第
４
章
町
内
会
等
・
広
報
企
画

第
５
章
議
会
・
広
報
企
画

第
８
、

第
９
、

第
1
0
章
・
広
報
企
画

全
体
調
整
・
広
報
企
画

前
文
・
広
報
企
画

全
体
調
整
・
広
報
企
画

全
体
調
整
の
合
同
会
議
（

水
澤
氏
）

広
報
企
画
役
割
分
担
・
決
定

自
治
基
本
条
例
　
イ
ベ
ン
ト
　
町
長
・
議
会
・
町
民
会
議
・
水
澤
氏

策
定
委
員
会

班
長
会
議

策定
会議
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★自治基本条例（仮称）制定の背景 

 平成１２年の地方分権一括法施行により、地方分権が求められましたが、現在、地方分権から地域主

権へと叫ばれる中で、地域が自らの意思と責任によって、地域の特色を生かしたまちづくりを推進す

ることが求められており、自治体運営の当事者である町民、議会、行政の三者がまちづくりに関する

基本的な考え方を共有することが重要となってきています。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中標津町まちづくり町民会議 

ニュース ＮＯ．１ 

発行日：2011年（平成23年）１月５日 

発 行：中標津町まちづくり町民会議 

担当課：中標津町企画課 

 ℡ ：0153－73－3111（内線327） 

E-mail：nakasi-t@aurens.or.jp 

10月28日（木）19：00～21：15 

☆研修会        

 テーマ：「自治基本条例とは何か」 

 講 師：ＮＰＯ法人 公共政策研究所 

 理事長 水 澤 雅 貴 氏 

  委員の皆さんの研修会を実施しました。このときには、中標津町議会議員の皆様にも参加いただき、

町民、議会、行政が協力して作り上げる大切さを学びました。 

＊配布資料＊ 

・研修会資料 

・まちづくり町民会議スケジュール 

 

第 1２回中標津町まちづくり町民会議の内容 

中標津町自治基本条例（仮称）検討スタート！ 

これまで町民会議では、「中標津町第６期総合発展計画」の策定に取り組んでおりましたが、本

年９月をもって、その議論を終了しました。 

その間、役場では、昨年5月、自治基本条例（仮称）を検討するため、「中標津町自治基本条例

（仮称）検討職員プロジェクトチーム」が設置され、先進地視察を実施するなど、17名で議論が重

ねられてきました。その検討の結果として、「中標津町まちづくり町民会議」の議論のたたき台と

なる「報告書」及び「試案解説書」が作成され、町民会議に示されました。 

これにより、いよいよ、「中標津町自治基本条例（仮称）」の検討が始まったところです。 

★自治基本条例（仮称）とは 

 自治基本条例（仮称）とは、まちづくりを推進するための基本的な理念や原則、役割分担、しくみな

どを定めた自治体の“最高規範”として位置付けられる条例です。 

 ※『条例』とは、市町村がその事務について、国の法律などに違反しない範囲で議会の議決を経て

制定する自治体版の法律です。 

★自治基本条例（仮称）が出来ると 

 自治基本条例（仮称）ができたからといって、直ちに町民生活が変わるということはありませんが、

条例が制定されると、町民・議会・行政・企業・団体それぞれの役割と責任が明確化し、協働のまち

づくりを進めていく上での『しくみ』や『ルール』を町民、議会、行政の三者間で共有しやすくなる

ということに大きな意味があります。 
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水澤理事長 

杉本会長挨拶 

※生きた条例をつくるための注意点 

①理念型自治基本条例としない。 

⇒情報共有・参加制度など具体的制度規定を設けること 

②関連条例の制定等を行い制度の体系化を図る。 

⇒自治基本条例に制度の具体を規定すること 

③「・・・に努めます」という努力規定の表現を使わず、 

「・・・を行います」という明確な表現とする。 

⇒裁量的ルールではなく、普遍的ルールとすること 

④作りっぱなしとしない仕組みを内在させる。 

⇒見直し・町民委員会制度を規定すること 

⑤まちづくり型の条例としない。 

⇒曖昧な言葉を使用しないこと 

まちづくり＝町政（議会＋行政）＋地域社会の造語 

 

本日から「自治基本条例（仮称）」の制定に向けて、

町民会議として取組んでいきますが、今日は、議員の皆

様方にも参加していただき、これからも議会と町民と一

緒になって、この条例案を作り上げていかなければなら

ないと考えております。来年の８月まで、町民が安心し

て暮らせる中標津町の憲法となる最高規範として、町民

の側に立った条例を作っていかなければならないと考

えており、町民会議の皆さんのご協力をお願いします。 

 

講演資料抜粋 
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第 13 回中標津町まちづくり町民会議の内容 

会 議 の 様 子 

報 告 資 料 抜 粋 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11月25日（木）19：00～21：00 

☆報告会        

 テーマ：職員プロジェクト報告 

 報告者：中標津町自治基本条例（仮称） 

検討職員プロジェクトチーム 

  中標津町自治基本条例（仮称）検討職員プロジェクトチームで検討してきました内容について、 

「報告書」及び「試案解説書」を基に、事務局からの説明を受けました。 

＊配布資料＊ 

・報告会資料 

・職員プロジェクト報告書 

・条例試案解説書 

 

  

   

 

 

 

 



 
- 9 - 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 町の憲法となる条例を作るという壮大なとんでもない議論に巻き込まれてしまったとい

う気持ちです。 

 この条例の中身にわれわれ素人がどう関わっていけるのか、中標津町でないとできないこ

とをやらなければならない気がしてきました。 

これから、冬になって大変になりますが、皆さん一緒にがんばりましょう。 

飯島副会長挨拶 

≪今後の予定≫ 

第１５回中標津町まちづくり町民会議 

日時：１月２７日（木）午後７：００～ 

会場：中標津町総合文化会館（しるべっと）２階 第１研修室 

※会議の傍聴もできます。 

経過報告等は町ホームページ・まちづくり情報コーナー・しるべっと・支所・企画課にて確認できます。 
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条   文 グループ別の意見 
■Ａグループ 

●全体は「やさしい言葉」で中学生が分かるくらい。「ですます調」が良い。 

Ａ．私たちは、中標津町民憲章の精神を尊重し、次の通り町民が主体の自治を進める 

ことを基本とします。 

（１）私たちのまちは、私たちで創るという明らかな意思を持って考え、住みよい

まちの実現をめざします。 

（２）協働の精神を大切にして、課題の解決に努め、互いに支え合い、安心して暮

らす町民が主体の自治をめざします。 

（３）町民が主体の自治を、次世代に引き継いでいくという意思のもとに、持続可

能な地域社会をめざします。 

■Ｂグループ 

Ｂ．中標津町民憲章の精神を尊重し、町民が主体の自治を推進することを

基本理念とする。 

※（１）～（３）を外す。 

 

（自治の基本理念） 

第３条 私たちは、中標津町民憲章の精神を尊重

するとともに、次に掲げる事項によって町民が

主体の自治を推進することを基本とする。 

（１）私たちのまちは、私たちで創造するとい

う明確な意思を持って考え、行動し、互い

に支え合い、安心して暮らせる、住みよい

中標津町の実現をめざします。 

（２）協働の精神を大切にして、課題を見いだ

し、解決に努め、常に進歩する町民が主体

の自治をめざします。 

（３）町民が主体の自治を、次世代に引き継い

でいくという意思のもとに、継続可能な地

域社会の創造をめざします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■Ｃグループ 

●解説は、もっと詳しく書く。（まずは条文から作成し、その後に解説を作成） 

●協働は、用語の定義に入れるべき。 

●町民主体の自治→町民が主体の自治 変わろうという意見をこめて。 

Ｃ．私たちは、中標津町民憲章の精神を尊重するとともに、次に掲げる事

項によって町民が主体の自治を推進することを基本とする。（変更なし） 

（１）私たちのまちは、私たちで創造するという明確な意思を持ち、「行

動し」、「互いに支え合い」、「安心して暮らせる」、「住みよい」

中標津町の実現をめざします。（強調のため括弧で括る） 

（２）協働の精神を大切にして、課題を見いだし、解決に努め、よりよ

い町民が主体の自治をめざします。 

（３）町民が主体の自治を、次世代に引き継いでいくという意思のもと

に、地域社会の創造をめざします。（継続可能な→わかりづらい） 
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条   文 グループ別の意見 
■Ａグループ 

Ａ．町民、議会と行政は、次のとおり中標津町の自治の実現を図ります。 

（１）情報共有の原則 町民、議会と行政は、議会と行政が持つ情報を

共有する。 

（２）町民参加の原則 町民の参加により行政運営が行われること。 

（３）協働の原則 町民、議会と行政がそれぞれの役割と責任において、

対等な関係で協力すること。 

■Ｂグループ 

Ｂ．町民、議会及び行政は、次に掲げる原則に基づき、町民主体の自治の

実現を図るものとする。 

（１）情報共有の原則 町民、議会および行政は議会及び行政が保有す

る情報を共有すること。 

（２）町民参加の原則 町民参加の下に行政運営が行われること。 

（３）協働の原則 町民、議会及び行政がそれぞれの役割及び責任に応

じ、対等な関係で協力すること。 

 

（自治の基本原則） 

第４条 町民、議会及び行政は、次に掲げる原則

に基づき、中標津町の自治の実現を図るものと

する。 

（１）情報共有の原則 町民、議会および行政

は議会及び行政が保有する情報を共有す

ること。 

（２）町民参加の原則 町民の参加の下に行政

運営が行われること。 

（３）協働の原則 町民、議会及び行政がそれ

ぞれの役割及び責任に応じ、対等な関係で

協力すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｃグループ 

●主語である「私たちは」については、第３条の解説で述べているように「町民、議

会及び行政」を意味している。 

Ｃ．私たちは、次に掲げる原則に基づき、中標津町の自治の実現を図るも

のとする。 

（１）情報共有の原則 私たちは議会及び行政が保有する情報をお互い

に共有すること。 

（２）町民参加の原則 町民の参加の下に行政運営が行われること。 

（３）協働の原則 私たちがそれぞれの役割及び責任に応じ、対等な関

係で協力すること。 

 

 


